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少しずつ秋らしくなってきました。法学部だより第 56 号をお届けします。  
 目次 
  ○ 卒業生からのメッセージ（第 25 回） 
 ○ 法学部からのお知らせ 
------------------------------------------------------------ 
  ○ 卒業生からのメッセージ（第 25 回） 
------------------------------------------------------------ 
こんにちは。皆さんは、労働基準監督官という職業をご存知でしょうか。 
私は法学部と大学院を出て、2 年の民間勤務を経たのち、この職業に就いています。一言で言えば、主に会社を

訪問して労働基準関係法令の遵守状況を調査し、指導等を行う仕事です（割増賃金を支払いなさい、機械の回転

軸部分には覆いを設けなさいなど…）。 
例えば、有害物質を取り扱っているのに法令所定の設備等を備えていない状況を発見したとします。私たちは法

令で実施すべき措置を講じるよう指導し、法令の制定された背景などを説明して、労働災害を防ぐため、労働者

の方をはじめとする多くの人を不幸にしないために最大限努力します。行政官である労働基準監督官のやりがい

は、訴訟に至る前段階で問題を解決できる可能性があり、そのために必要な手段を持ち、これを適切に行使する

ことで国民の皆さんの幸せな生活を守れることです。 
この仕事に就いて、「法令を最大限に活かすことで、会社をも守り、労働者の方々の小さくはあっても笑顔のあ

る幸せな日常生活を守ろうとしている。」との想いを抱くようになりました。この想いは、大学で学んだ法律を

人の幸せになるために使いたいと思っているからこそ、感じられるのではないでしょうか。 
 法学部生の皆さん…どうして法律を学びたいと思いましたか。これからの人生で、法律をどのように使いたい

と思っていますか。皆さんがこれから社会で活躍される際に、法律を人の幸せのために、そして笑顔になるため

に使われることを心から願っています。 
厚生労働省福島労働局 いわき労働基準監督署  吉成 俊輔 （平成 17 年卒業） 
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 ○ 法学部からのお知らせ 
-------------------------------------------------- 
☆岡山大学法学部 第５回ホームカミングデイ 
2012 年 10 月 20 日（土） 
講演会  
時間：14：30～16：00 
場所：岡山大学文法経講義棟 20 番教室 
講師：多田 千香子さん 
演題：「迷ったら GO！～世界を旅して作って書いて～」 
 
懇親会 
時間：16：30～18：30 
場所：岡山大学生協ピーチユニオン 4 階 
会費：2000 円（学生は無料） 
 
申込みは法学部ホームページから。 
http://court.law.okayama-u.ac.jp/homecoming/ 
 



 
☆岡山大学法学部・法学会講演会 
日時：10 月 10 日（水）14：30～15：30 
場所：10 番教室 
講師：五十嵐 武士氏（桜美林大学教授・東京大学名誉教授、もとアメリカ学会会長） 
演題：「アメリカの大統領選挙」 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
・本メルマガは, 毎月２回程度配信しています。 
・法学部の詳細情報に関しては、HP も併せてご覧ください。 
  法学部 HP http://www.law.okayama-u.ac.jp/ 
・本メルマガには返信なさらないようにお願いします。 
・本メルマガの登録・解除は、以下の URL にてお願いします。 
  http://court.law.okayama-u.ac.jp/mail/register.html 
・ご意見・ご感想は，法学部 情報委員会 joho@law.okayama-u.ac.jp まで。 
 
 
 
 


